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個
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デ
ー
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六
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弁
第
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二
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号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
個
人
デ
ー
タ
流
出
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
調
査
し
、
把
握
し
得
た
範
囲
で
お
答
え
す
る
と
、
平
成
十
三
年
四
月
か
ら
本
年
五
月
ま
で
の
間
に

個
人
情
報
の
流
出
が
発
生
又
は
発
覚
し
た
事
案
の
う
ち
、
行
政
機
関
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
保
有
す
る
個

人
情
報
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
流
出
が
発
生
又
は
発
覚
し
た
年
月
日
、
流
出
し
た
契
機
及
び
行
政
機
関
の
職

員
の
関
与
の
状
況
、
当
該
個
人
情
報
の
概
要
及
び
流
出
件
数
、
流
出
し
た
当
該
個
人
情
報
を
本
人
以
外
の
者
が
利
用
し
た
こ

と
に
伴
う
被
害
の
状
況
、
当
該
組
織
の
対
応
内
容
、
法
令
違
反
で
あ
る
場
合
の
該
当
条
文
及
び
罰
則
並
び
に
実
際
に
科
さ
れ

た
罰
則
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
保
有
す
る
個
人
情
報
に
係
る
も
の
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
保
有
す
る
個
人
情
報
に
係
る
も
の
及
び
民
間
事
業
者
が
保
有
す
る
個
人
情
報
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
流
出

が
発
生
又
は
発
覚
し
た
年
月
日
、
流
出
し
た
契
機
、
当
該
個
人
情
報
の
概
要
及
び
流
出
件
数
、
流
出
し
た
当
該
個
人
情
報
を

一



本
人
以
外
の
者
が
利
用
し
た
こ
と
に
伴
う
被
害
の
状
況
、
当
該
組
織
の
対
応
内
容
、
法
令
違
反
で
あ
る
場
合
の
該
当
条
文
及

び
罰
則
並
び
に
実
際
に
科
さ
れ
た
罰
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
、
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
事
案
の
う
ち
、
行
政
機
関
の
職
員
が
関
与
し
た
も
の
は
把
握
し
て
い
な
い
。

各
事
案
に
関
す
る
捜
査
状
況
に
つ
い
て
は
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
捜
査
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
流
出
の
再
発
防
止
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
各
行
政
機
関
に
お
い
て
、
個
人
情
報
の

適
切
な
管
理
を
徹
底
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
の
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
向
け
て
、
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
基
本
方
針
」
（
平
成
十
六
年
四
月
二
日
閣
議
決
定
。

以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
総
務
省
に
お
い
て
は
、
各
行
政
機
関
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理

に
関
す
る
指
針
等
の
策
定
、
各
行
政
機
関
へ
の
同
法
の
周
知
等
を
図
る
と
と
も
に
、
各
行
政
機
関
に
お
い
て
は
、
そ
の
保
有

す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
定
め
等
の
整
備
、
職
員
へ
の
教
育
研
修
、
適
切
な
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム

二



の
整
備
、
管
理
体
制
の
整
備
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
個
人
情
報
の
流
出
の
再
発
防
止
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
個
人
情
報

保
護
条
例
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
適
切
な
運
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き

続
き
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
条
例
の
制
定
及
び
そ
の
内
容
の
充
実
並
び
に
そ
の
適
切
な
運
用
を
要
請
し
て
い
く
こ
と
と
し

て
い
る
。

独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
流
出
の
再
発
防
止
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
の
独
立
行
政
法
人
等

の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
向
け
て
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
総
務
省
に
お
い
て
は
、
各
独
立

行
政
法
人
等
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
指
針
等
の
策
定
、
各
独
立
行
政
法
人
等
へ
の
同
法
の
周
知
等

を
図
り
、
各
行
政
機
関
に
お
い
て
は
、
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
て
、
必
要
な
指
導
、
助
言
、
監
督
を
行
う
と
と

も
に
、
各
独
立
行
政
法
人
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
定
め
等
の
整
備
、
職
員
へ

の
教
育
研
修
、
適
切
な
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
管
理
体
制
の
整
備
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

民
間
事
業
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
流
出
の
再
発
防
止
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
に
お
い
て
個
人
情
報
の
安
全
管
理
の

た
め
の
体
制
整
備
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
政
府
に
お
い
て
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
の
個

三



人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
全
面
施
行
に
向
け
て
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
事
業

等
の
分
野
の
実
情
に
応
じ
た
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
又
は
見
直
し
及
び
個
別
法
の
必
要
性
も
含

め
た
格
別
の
措
置
の
検
討
を
早
急
に
行
う
と
と
も
に
、
広
報
啓
発
活
動
を
通
じ
た
法
制
度
の
周
知
徹
底
等
を
図
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
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